
○
総
務
省
令
第
八
十
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
三
年
法
律
第
七
号
）
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴

い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第

二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
一
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

第
三
号
様
式
別
表
裏
面
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ｂ
４
）
（
第
二
条
関
係
）

第
三
号
様
式
別
表
裏
面
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ｂ
４
）
（
第
二
条
関
係
）

前
年

分
の

所
得

税
に

お
い

て
平

成
2
1
年

か
ら

令
和

７
年

ま
で

の
入

居
に

係
る

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

の
適

用
前

年
分

の
所

得
税

に
お

い
て

平
成

2
1
年

か
ら

令
和

３
年

ま
で

（地
方

税
法

附
則

第
6
1
条

の
規

定
の

適
用

が
あ

る

を
受
け
た
場
合

①
か
ら

②
を
控
除
し

た
金
額

（前
年
分
の
所
得

税
に
係
る

課
税
総

所
得

金
額

等
の
1
0
0
分

の
５

に
場

合
は

令
和

４
年

ま
で

）の
入

居
に

係
る

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

の
適

用
を

受
け

た
場

合
①

か
ら

②
を

控
除

、
、

相
当
す

る
金
額

（9
7,
5
00

円
を
限

度

）を
超
え

る
場
合
に

は
当
該
金

額

）に
下
欄

の
割

合
を

乗
じ

た
金

額
し

た
金

額

（前
年

分
の

所
得

税
に

係
る

課
税

総
所

得
金

額
等

の
1
0
0
分

の
５

に
相

当
す

る
金

額

（9
7
,
5
0
0
円

を
限

、

度

）を
超

え
る

場
合

に
は

当
該

金
額

）に
下
欄
の
割

合
を
乗
じ

た
金
額

、

た
だ

し
居

住
年

が
平

成
2
6
年

か
ら

令
和

３
年

ま
で

（地
方

税
法

附
則

第
6
1
条

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
は

令
た

だ
し

居
住

年
が

平
成

2
6
年

か
ら

令
和

３
年

ま
で

（地
方

税
法

附
則

第
6
1
条

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
は

令
、

、

和
４

年
ま

で

）で
あ

っ
て

特
定

取
得

特
別

特
定

取
得

（特
例

取
得

及
び

特
別

特
例

取
得

を
含

む

）又
は

特
和

４
年

ま
で

）で
あ

っ
て

特
定

取
得

又
は

特
別

特
定

取
得

に
該

当
す

る
場

合
に

は

「1
0
0
分

の
５

」を

「1
0
0

、
、

。
、

、

例
特
別

特
例
取
得
に

該
当
す
る

場
合
に
は

「1
00

分
の
５

」を

「1
00

分
の
７

」と

「9
7,

5
00

円

」を

「1
36

,
5

分
の

７

」と

「9
7,

5
00

円

」を

「1
36
,
50

0
円

」と
し
て

計
算
し

た
金

額
、

、
、

00
円

」と
し
て
計
算

し
た
金
額

①
・

②

［略

］

①
・

②

［同
上

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

第
十
七
号
様
式
別
表
中
記
載
要
領

を
記
載
要
領

と
し
、
記
載
要
領

を
記
載
要
領

と
し
、
記
載
要
領

第
十
七
号
様
式
別
表
中
記
載
要
領

を
記
載
要
領

と
し
、
記
載
要
領

を
記
載
要
領

と
し
、
記
載
要
領

20

21

19

20

18

20

21

19

20

18

を
記
載
要
領

と
し
、
同
表
記
載
要
領

中
「個

人
番

号
を

」
を
「個

人
番

号
及

び
退

職
手

当
等

の
支

払
を

受
け

を
記
載
要
領

と
し
、
同
表
記
載
要
領

中
「個

人
番

号
を

」
を
「個

人
番

号
及

び
退

職
手

当
等

の
支

払
を

受
け

19

17

19

17

る
配

偶
者

又
は

扶
養

親
族

の
個

人
番

号
を

」
に
改
め
、
「前

に
は

」
の
次
に
「

５
人

目
以

降
の

1
6
歳

未
満

の
扶

る
配

偶
者

又
は

扶
養

親
族

の
個

人
番

号
を

」
に
改
め
、
「前

に
は

」
の
次
に
「

５
人

目
以

降
の

1
6
歳

未
満

の
扶

、
、

養
親

族
の

場
合

に
は

」
を
、
「付

し

」
の
次
に
「退

職
手

当
等

の
支

払
を

受
け

る
配

偶
者

又
は

扶
養

親
族

の
養

親
族

の
場

合
に

は

」
を
、
「付

し

」
の
次
に
「退

職
手

当
等

の
支

払
を

受
け

る
配

偶
者

又
は

扶
養

親
族

の
、

、
、

、

場
合

に
は

「摘
要

」の
欄

に
お

い
て

氏
名

等
の

前
に

記
載

し
た

（退

）を
付

し

」
を
、
「
（２

）個
人

番
場

合
に

は

「摘
要

」の
欄

に
お

い
て

氏
名

等
の

前
に

記
載

し
た

（退

）を
付

し

」
を
、
「
（２

）個
人

番
、

、
、

、

号

」
」
の
次
に
「

「
（退
）個

人
番

号

」
」
を
加
え
、
同
表
記
載
要
領

を
同
表
記
載
要
領

と
し
、
同
表
中

号

」
」
の
次
に
「

「
（退

）個
人

番
号

」
」
を
加
え
、
同
表
記
載
要
領

を
同
表
記
載
要
領

と
し
、
同
表
記

、

17

18

、

17

18

記
載
要
領

を
記
載
要
領

と
し
、
記
載
要
領

を
記
載
要
領

と
し
、
同
表
記
載
要
領

中
「以

下
1
4

」
を

載
要
領

か
ら
記
載
要
領

ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
記
載
要
領
９
中
「以

下
９

」
を
「以

下
1
0

」
に
改

16

17

15

16

14

10

16

「以
下

1
5

」
に
改
め
、
「そ

の
旨

」
の
次
に
「
（国

外
に

居
住

す
る

非
居

住
者

で
あ

り
９

（イ

）か
ら

（ニ

）

め
、
同
表
記
載
要
領
９

中
「認

定
住

宅
の

新
築

等

」
を
「認

定
住

宅
等

の
新

築
等

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領

、

(ﾛ)

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

控
除

対
象

扶
養

親
族

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

を
含

む

。

）
」
を
加
え
、
同
表

９

中
「認

定
住

宅
借

入
金

等

」
を
「認

定
住

宅
等

借
入

金
等

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
９
を
同
表
記
載
要
領

、

(ﾊ)

記
載
要
領

を
同
表
記
載
要
領

と
し
、
同
表
中
記
載
要
領

を
記
載
要
領

と
し
、
記
載
要
領

か
ら
記
載
要

と
し
、
同
表
記
載
要
領
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

14

15

13

14

10

10

領

ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
記
載
要
領
９
中
「以

下
９

」
を
「以

下
1
0

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
９

12中
「認

定
住

宅
の

新
築

等

」
を
「認

定
住

宅
等

の
新

築
等

」
に
、
「又

は
特

別
特

定
取

得

（同
法

第
4
1
条

第
1
4

(ﾛ)

項
に
規
定
す

る
特
別
特

定
取
得
を
い

う
(
ハ
)
に
お
い
て
同

じ

）
」
を
「

特
別

特
定

取
得

（同
法

第
41

条
第
1

。
。

、

4
項
に

規
定
す
る
特

別
特
定
取

得
を
い
い

新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症

等
の
影
響

に
対

応
す

る
た

め
の

国
税

関
、

係
法

律
の

臨
時

特
例

に
関

す
る

法
律

第
６

条
第

５
項

に
規

定
す

る
特

例
取

得
及

び
同

法
第

６
条

の
２

第
２

項
に

規

定
す

る
特

別
特

例
取

得
を

含
む

。

（ハ

）に
お

い
て

同
じ

。

）又
は

特
例

特
別

特
例

取
得

（同
条

第
1
0
項

に
規

定

す
る

特
例

特
別

特
例

取
得

を
い

う
。

（ハ

）に
お

い
て

同
じ

。

）
」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
９

中
「認

定
住

(ﾊ)

宅
借

入
金

等

」
を
「認

定
住

宅
等

借
入

金
等

」
に
、
「又

は
特

別
特

定
取

得
」
を
「

特
別

特
定

取
得

又
は

特
例

、

特
別

特
例

取
得

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
９
を
同
表
記
載
要
領

と
し
、
同
表
記
載
要
領
８
の
次
に
次
の
よ
う

10

に
加
え
る
。

９
退
職
手

当
等

（地
方
税
法
第
5
0
条

の
２
及
び

第
3
2
8
条

に
規
定
す

る
退
職
手

当
等

に
限

る
以

下
９

及
び
1
8

９
退

職
手

当
等

（地
方

税
法
第
5
0
条

の
２
及
び

第
3
2
8
条

に
規
定

す
る

退
職
手

当
等

に
限
る

以
下
９

及
び
1
8

。
。

に
お

い
て
同
じ

）の
支

払
を
受
け
る

配
偶
者

（合
計

所
得
金
額

（同
法

第
2
3
条

第
１

項
第
1
3
号

及
び

第
2
92

に
お

い
て

同
じ

）の
支

払
を

受
け
る

配
偶
者

（合
計

所
得
金

額

（同
法

第
2
3
条
第

１
項

第
1
3
号

及
び

第
2
92

。
。

条
第
１
項

第
13

号
に
規
定

す
る
合
計

所
得
金
額
を

い
う

以
下
９
に
お

い
て
同
じ

）が
13

3
万

円
以

下
で

あ
条

第
１

項
第

13
号

に
規

定
す

る
合
計

所
得
金
額
を

い
う

以
下
９
に
お

い
て
同
じ

）が
13
3
万
円

以
下

で
あ

。
。

。
。

る
も

の
に

限
る

以
下

９
及

び
1
8
に

お
い

て
同

じ

）又
は

扶
養

親
族

が
い

る
場

合
に

は

「摘
要

」の
欄

る
も

の
に

限
る

以
下

９
及

び
1
8
に

お
い

て
同

じ

）又
は

扶
養

親
族

が
い

る
場

合
に

は

「摘
要

」の
欄

。
。

、
。

。
、

に
そ

の
者

の
氏

名
配

偶
者

又
は

扶
養

親
族

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

生
年

月
日

住
所

障
害

者
又

は
に

そ
の

者
の

氏
名

配
偶

者
又

は
扶

養
親

族
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
生

年
月

日
住

所
障

害
者

又
は

、
、

、
、

、
、

、
、

特
別

障
害

者
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
国

外
に

居
住

す
る

非
居

住
者

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

（国
外

に
特

別
障

害
者

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

国
外

に
居

住
す

る
非

居
住

者
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
及

び
そ

の
、

、

居
住

す
る

非
居

住
者

で
あ

り
次

の

（イ

）か
ら

（ニ

）ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

控
除

対
象

扶
養

親
者

の
合

計
所

得
金

額
の

見
積

額
並

び
に

納
税

者
が

寡
婦

又
は

ひ
と

り
親

で
あ

る
場

合

（退
職

手
当

等
の

支
払

、

族
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
を

含
む

）及
び

そ
の

者
の

合
計

所
得

金
額

の
見

積
額

並
び

に
納

税
者

が
寡

婦
を

受
け

る
扶

養
親

族
が

い
る

場
合

に
限

る

）に
は

そ
の

旨
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

氏
名

の
前

に
は

。
。

。

又
は

ひ
と

り
親

で
あ

る
場

合

（退
職

手
当

等
の

支
払

を
受

け
る

扶
養

親
族

が
い

る
場

合
に

限
る

）に
は

そ

（退
）と

記
載

し

「５
人

目
以

降
の

1
6
歳

未
満

の
扶

養
親

族
の

個
人

番
号

」の
欄

に
記

載
す

る
個

人
番

号
。

、

の
旨

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
氏

名
の

前
に

は

（退

）と
記

載
し

「５
人

目
以

降
の

1
6
歳

未
満

の
扶

養
親

と
の

対
応

関
係

が
分

か
る

よ
う

に
し
て

く
だ
さ
い

。
、

。

族
の
個
人

番
号

」の
欄
に
記

載
す
る
個

人
番
号
と
の

対
応
関
係

が
分
か
る
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。

（イ

）

年
齢
3
0
歳

未
満
の
者
又

は
年
齢
7
0
歳

以
上
の
者

（ロ

）

年
齢

3
0
歳

以
上

7
0
歳

未
満

の
者

で
あ

っ
て

留
学

に
よ

り
国

内
に

住
所

及
び

居
所

を
有

し
な

く
、

な
っ
た
者

（ハ

）

年
齢

3
0
歳
以

上
7
0
歳
未

満
の
者
で

あ
っ
て

障
害
者

、



（ニ

）

年
齢

3
0
歳

以
上

7
0
歳

未
満

の
者

で
あ

っ
て

給
与

等
の

支
払

を
受

け
る

者
か

ら
前

年
に

お
い

て
生

、

活
費
又
は

教
育
費
に

充
て
る
た

め
の
支
払
を

38
万
円
以
上

受
け
て
い

る
者

第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
記
載
要
領

中
「そ

の
旨

」
の
次
に
「
（国

外
に

居
住

す
る

非
居

住
者

で
あ

り

12

、

次
の

（イ

）か
ら

（ニ

）ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

控
除

対
象

扶
養

親
族

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

を
、

含
む

）
」
を
加
え
、
同
表
記
載
要
領

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

。

12

（イ

）

年
齢
3
0
歳

未
満
の
者
又

は
年
齢
7
0
歳

以
上
の
者

（ロ

）

年
齢

3
0
歳

以
上

7
0
歳

未
満

の
者

で
あ

っ
て

留
学

に
よ

り
国

内
に

住
所

及
び

居
所

を
有

し
な

く
、

な
っ
た
者

（ハ

）

年
齢

3
0
歳
以

上
7
0
歳
未

満
の
者
で

あ
っ
て

障
害
者

、

（ニ

）

年
齢

3
0
歳

以
上

7
0
歳

未
満

の
者

で
あ

っ
て

給
与

等
の

支
払

を
受

け
る

者
か

ら
前

年
に

お
い

て
生

、

活
費
又
は
教

育
費
に
充
て

る
た
め
の

支
払
を
3
8
万

円
以
上
受

け
て
い
る
者

第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
記
載
要
領

中
「個

人
番

号

」
の
次
に
「を

記
載

し
特

定
配

偶
者

（地
方

税
法

第
4

第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
記
載
要
領

中
「個

人
番

号

」
の
次
に
「を

記
載

し
特
定

配
偶

者

（地
方
税

法
第
4

14
、

14

、

5
条

の
３

の
３

第
１

項
及

び
第

3
1
7
条

の
３

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

特
定

配
偶

者
を

い
う

以
下

1
4
に

お
い

て
同

5
条

の
３

の
３

第
１

項
及

び
第

3
1
7
条

の
３

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

特
定

配
偶

者
を

い
う

以
下

1
4
に

お
い

て
同

。
。

じ

）又
は

退
職
手
当

等

（同
法

第
5
0
条
の

２
及
び
第
3
28

条
に

規
定
す
る

退
職
手
当

等
に

限
る

以
下
1
4
に

お
い

じ

）又
は

退
職

手
当

等

（同
法

第
5
0
条
の

２
及
び
第
3
28

条
に

規
定
す

る
退

職
手
当

等
に

限
る

以
下
1
4
に
お

い
。

。
。

。

て
同

じ

）の
支

払
を

受
け

る
扶

養
親

族
の

氏
名

配
偶

者
又

は
扶

養
親

族
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
個

人
番

て
同

じ

）の
支

払
を

受
け

る
扶

養
親

族
の

氏
名

配
偶

者
又

は
扶

養
親

族
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
個

人
番

。
、

、
。

、
、

号
生

年
月

日
住

所
障

害
者

又
は

特
別

障
害

者
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
国

外
に

居
住

す
る

非
居

住
者

で
号

生
年

月
日

住
所

障
害

者
又

は
特

別
障

害
者

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

国
外

に
居

住
す

る
非

居
住

者
で

、
、

、
、

、
、

、
、

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨

（国
外

に
居

住
す

る
非

居
住

者
で

あ
り

1
2

（イ

）か
ら

（ニ

）ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

及
び

そ
の
者

の
同
法

第
2
3
条
第

１
項
第
1
3
号
及

び
第
2
92

条
第

１
項
第
1
3
号

に
規
定
す

る
合

、

当
す

る
控

除
対

象
扶

養
親

族
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
を

含
む

）及
び

そ
の

者
の

同
法

第
2
3
条

第
１

項
第

1
3
号

計
所

得
金

額
の

見
積

額
並

び
に

納
税

者
が

寡
婦

又
は

ひ
と

り
親

で
あ

る
場

合

（退
職

手
当

等
の

支
払

を
受

け
る

扶
。

及
び
第
2
9
2
条

第
１
項
第
1
3
号

に
規
定
す

る
合
計
所
得

金
額
の
見

積
額
並
び
に

納
税
者

が
寡

婦
又

は
ひ

と
り

親
で

あ
養

親
族

が
い

る
場

合
に

限
る

）に
は

そ
の

旨

」
を
、
「そ

の
旨

を

」
の
次
に
「記

載
し

特
定

配
偶

者
又

は
退

。
、

る
場

合

（退
職

手
当

等
の

支
払

を
受

け
る

扶
養

親
族

が
い

る
場

合
に

限
る

）に
は

そ
の

旨

」
を
、
「そ

の
旨

職
手

当
等

の
支

払
を

受
け

る
扶

養
親
族

で
あ

る
場

合
に

は
氏

名
の

後
に

（退

）と

」
を
加
え
る
。

。
、

を

」
の
次
に
「記

載
し

特
定

配
偶

者
又

は
退

職
手

当
等

の
支

払
を

受
け

る
扶

養
親

族
で

あ
る

場
合

に
は

氏
名

、
、

の
後

に

（退

）と

」
を
加
え
る
。

附

則

附

則

第
二
条

略

第
二
条

略

３

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
条
第
四

３

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
二
号
施
行
日
」
と
い

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
四
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

う
。
）
か
ら
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
四
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前

新
規
則
第
二
条
の
三
の
三
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
係
る
扶
養
控
除
額
」
と
あ
る
の

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
第
二
条
の
三
の
三
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
係
る
扶

は
「
係
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

養
控
除
額
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条

の
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
第
二
号
及
び
第

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き

三
号
に
お
い
て
「
扶
養
控
除
額
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
第
二
条
の
二
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
二

金
額
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
扶
養
控
除
額
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
第
二
条
の
二
第
五
項
」
と
あ

第
四
項
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
が
法
」
と
あ
る
の
は
「
が
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

る
の
は
「
第
二
条
の
二
第
四
項
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
が
法
」
と
あ
る
の
は
「
が
地
方
税
法
等

律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
」
と
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
」
と
す

る
。

６

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
二
号
新
規
則
」
と

６

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
二
号
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

い
う
。
）
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定

つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

に
よ
り
提
出
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
給
与
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
こ
れ

例
に
よ
る
。

ら
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
給
与
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。



７

二
号
新
規
則
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

７

二
号
新
規
則
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に

村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

よ
り
提
出
す
る
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
同
項
の
規

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

定
に
よ
り
提
出
し
た
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
別
表
裏
面
は
、
令
和
五
年
度
以
後
の
年
度
分

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


